
継続的に売買価格等の公表がされ、かつ、その価格等
が売買価格又は交換比率の決定に重要な影響を与える
継続的に上記イの価格等の公表に十分な数量及び頻
度で取引が行われている
次のいずれかに該当すること

上記ロの取引が主としてそ
の法人により自己の計算に
おいて行われた取引でない

上記イの価格等の公表
がその法人以外の者に
よりされている

イ

ロ

ハ

仮想通貨取引
～会計と税法の解説を含め～

Ⅰ
�
は
じ
め
に

仮
想
通
貨
は
ま
だ
10
年
程
度

の
歴
史
し
か
な
い
新
し
い
取
引

形
態
で
、
よ
う
や
く
法
整
備
が

整
っ
て
き
た
と
い
う
現
状
に
あ

る
。
今
後
も
法
の
制
定
、
改
正

を
含
め
、
大
き
く
取
扱
い
が
変

遷
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
が
、
仮
想
通
貨
取
引
に
つ
い

て
現
在
ま
で
に
公
表
さ
れ
て
い

る
会
計
基
準
等
及
び
税
務
上
の

取
扱
い
を
確
認
す
る
。

Ⅱ
�
仮
想
通
貨
と
は

我
が
国
の
法
律
上
、
仮
想
通

貨
は
平
成
28
年
改
正
後
の
「
資

金
決
済
に
関
す
る
法
律
」（
以

下
、
資
金
決
済
法
と
す
る
）
第

2
条
第
5
項
に
お
い
て
定
義
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
要
約

す
る
と
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め

ら
れ
る
。

①

支
払
手
段
と
し
て
使
え

る
②

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

じ
て
動
か
せ
る

③

財
産
的
価
値
が
あ
り
、

不
特
定
の
者
と
売
買
で
き

る
④

い
わ
ゆ
る
通
貨
を
除
く

い
わ
ゆ
る
「
通
貨
」
と
の
違

い
は
主
に
次
の
2
点
の
特
徴
が

挙
げ
ら
れ
る
。

①

物
理
的
通
貨
（
紙
幣
・

硬
貨
）
が
存
在
し
な
い

②

国
家
な
ど
の
中
央
集
権

的
な
信
用
保
証
が
な
い

国
に
よ
る
保
証
は
な
い
も
の

の
、
利
用
者
間
で
偽
造
な
ど
の

不
正
を
防
止
す
る
シ
ス
テ
ム
を

構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
信
用
が

生
ま
れ
、
仮
想
通
貨
は
成
立
し

て
い
る
。

な
お
、
令
和
元
年
5
月
31
日

に
可
決
成
立
し
た
資
金
決
済
法

の
改
正
に
よ
っ
て
、「
仮
想
通

貨
」
と
い
う
呼
称
が
「
暗
号
資

産
」
と
変
更
さ
れ
た
が
、
本
稿

に
お
い
て
は
暗
号
資
産
に
つ
い

て
も
「
仮
想
通
貨
」
に
統
一
し

て
い
る
。

Ⅲ
�
会
計
上
の
取
扱
い

平
成
28
年
の
資
金
決
済
法
の

改
正
を
受
け
、
仮
想
通
貨
の
会

計
処
理
及
び
開
示
に
関
す
る
当

面
の
取
扱
い
と
し
て
、
実
務
対

応
報
告

第
38
号
（
以
下
、「
対

応
報
告
」
と
す
る
）
が
公
表
さ

れ
た
。「
対
応
報
告
」
は
、
仮

想
通
貨
に
関
連
す
る
ビ
ジ
ネ
ス

が
初
期
段
階
に
あ
り
今
後
の
予

測
が
難
し
い
こ
と
、
仮
想
通
貨

の
私
法
上
の
位
置
づ
け
が
明
ら

か
で
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
必

要
最
小
限
の
項
目
に
留
め
ら
れ

て
い
る
。
以
下
に
、「
対
応
報

告
」
に
つ
い
て
要
約
す
る
。

⑴
期
末
評
価
に
つ
い
て

仮
想
通
貨
利
用
者
が
期
末
に

保
有
す
る
仮
想
通
貨
の
期
末
評

価
に
つ
い
て
は
、
活
発
な
市
場

が
存
在
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て

会
計
処
理
の
方
法
が
変
わ
る
。

①

活
発
な
市
場
が
存
在
す

る
場
合
の
評
価
方
法
…
時
価
法

②

活
発
な
市
場
が
存
在
し

な
い
場
合
の
評
価
方
法
…
切
放

し
低
価
法

⑵
活
発
な
市
場
の
判
断
基
準

活
発
な
市
場
が
存
在
す
る
場

合
と
は
、
継
続
的
に
価
格
情
報

が
提
供
さ
れ
る
程
度
に
仮
想
通

貨
取
引
所
等
に
お
い
て
十
分
な

数
量
及
び
頻
度
で
取
引
が
行
わ

れ
て
い
る
場
合
を
い
う
。
こ
の

判
断
は
、仮
想
通
貨
の
種
類
、取

引
実
績
、
仮
想
通
貨
取
引
所
等

の
状
況
な
ど
を
勘
案
し
、
個
々

の
実
態
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
。

⑶
仮
想
通
貨
の
売
却
損
益
に
つ

い
て

売
買
の
合
意
が
成
立
し
た
時

点
、
つ
ま
り
約
定
日
で
損
益
を

認
識
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
損
益
計
算
書
に
は
、
売
却

収
入
か
ら
売
却
原
価
を
控
除
し

た
純
額
を
表
示
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
が
、
売
却
原
価
の
具

体
的
な
算
定
方
法
に
つ
い
て
は

明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

⑷
注
記
に
つ
い
て

仮
想
通
貨
利
用
者
が
期
末
日

に
お
い
て
保
有
す
る
仮
想
通
貨

に
つ
い
て
、
一
定
の
事
項
を
記

入
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
期
末
日
に
保
有
す
る

仮
想
通
貨
の
貸
借
対
照
表
価
額

の
合
計
額
が
資
産
総
額
に
比
し

て
重
要
で
な
い
場
合
、
注
記
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅳ
�
税
務
上
の
取
扱
い

平
成
30
年
11
月
21
日
に
公
表

さ
れ
た
個
人
課
税
課
情
報
第
8

号
外
5
課
共
同
「
仮
想
通
貨
に

関
す
る
税
務
上
の
取
扱
い
に
つ

い
て
（
Ｆ
Ａ
Ｑ
）」
を
ま
と
め

る
と
表
の
通
り
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
31
年
度
税
制
改

正
の
内
容
を
要
約
す
る
と
次
の

通
り
で
あ
る
。

⑴
個
人
所
得
課
税

所
得
金
額
の
計
算
上
必
要
経

費
に
算
入
す
る
金
額
は
、
移
動

平
均
法
又
は
総
平
均
法
に
よ
る

取
得
価
額
を
も
っ
て
評
価
す
る

こ
と
が
明
確
化
さ
れ
た
。

⑵
法
人
課
税

従
来
の
短
期
売
買
商
品
に
追

加
さ
れ
る
形
で
、
短
期
売
買
商

品
等
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。

譲
渡
損
益
に
つ
い
て
は
、
そ

の
譲
渡
契
約
を
し
た
日
の
属
す

る
事
業
年
度
に
計
上
す
る
こ
と

と
さ
れ
、
そ
の
譲
渡
原
価
の
額

の
計
算
に
あ
た
っ
て
は
移
動
平

均
法
又
は
総
平
均
法
に
よ
る
原

価
法
（
法
定
算
出
方
法
は
移
動

平
均
法
に
よ
る
原
価
法
）
と
さ

れ
た
。

ま
た
、
法
人
が
事
業
年
度
末

に
有
す
る
仮
想
通
貨
の
う
ち
、

活
発
な
市
場
が
存
在
す
る
仮
想

通
貨
に
つ
い
て
は
、
時
価
評
価

に
よ
り
評
価
損
益
を
計
上
す
る

こ
と
と
さ
れ
、
信
用
取
引
等
に

つ
い
て
は
、
事
業
年
度
末
に
決

済
し
た
も
の
と
み
な
し
て
計
算

し
た
損
益
相
当
額
を
計
上
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
。

活
発
な
市
場
が
存
在
す
る
場

合
と
は
、
次
の
イ
〜
ハ
の
全
て

に
該
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
。

⑶
そ
の
他
所
要
の
整
備

そ
の
他
所
要
の
整
備
と
し

て
、
棚
卸
資
産
及
び
固
定
資
産

の
範
囲
か
ら
仮
想
通
貨
が
除
外

さ
れ
た
。
ま
た
、
適
格
分
割
等

に
よ
り
仮
想
通
貨
を
移
転
す
る

場
合
な
ど
に
お
け
る
評
価
損
益

の
計
算
方
法
等
に
つ
い
て
整
備

さ
れ
た
。

Ⅴ
�
会
計
と
税
務
の
相
違

⑴
期
末
評
価
方
法
に
つ
い
て

期
末
に
保
有
す
る
仮
想
通
貨

に
つ
い
て
、
活
発
な
市
場
が
存

在
す
る
場
合
に
は
時
価
に
よ
り

評
価
損
益
を
計
上
す
る
点
は
会

計
、
税
務
と
も
に
共
通
し
て
い

る
。
一
方
、
活
発
な
市
場
が
存

在
し
な
い
場
合
に
は
、
会
計
上

は
切
放
し
低
価
法
が
採
用
さ
れ

て
い
る
が
、
税
務
上
は
特
段
の

定
め
が
な
く
、
評
価
損
は
計
上

で
き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

⑵
活
発
な
市
場
の
判
断
基
準
に

つ
い
て

基
本
的
な
考
え
は
会
計
と
税

務
に
大
き
な
差
異
は
な
い
が
、

法
人
税
法
に
お
け
る
規
定
の
方

が
よ
り
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
会
計
上
の
判
断
基

準
を
満
た
し
た
と
し
て
も
、
そ

れ
が
特
定
の
1
社
が
主
導
的
に

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
税
務
上
で
は
排
除
さ
れ
る
内

容
と
な
っ
て
い
る
点
に
差
異
が

あ
る
。

Ⅵ
�
終
わ
り
に

仮
想
通
貨
取
引
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
Ｆ
Ａ
Ｑ
な
ど
も
含

め
る
と
、
会
計
よ
り
も
税
務
の

方
が
広
い
範
囲
で
カ
バ
ー
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
仮

想
通
貨
そ
の
も
の
が
比
較
的
新

し
い
概
念
の
も
の
で
あ
り
、
そ

の
取
扱
い
が
不
明
な
取
引
も
多

い
。
今
後
、
取
引
の
明
確
化
が

進
む
と
思
わ
れ
る
が
、
実
務
的

に
判
断
が
難
し
い
場
合
に
は
保

守
的
（
課
税
当
局
寄
り
）
に
税

額
計
算
を
行
い
、
取
扱
い
が
明

確
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
更
正
の

請
求
を
行
う
と
い
っ
た
手
法
も

選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
有
効
で

は
な
い
か
と
愚
考
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

内 容
【所得税・法人税関係】

保有する仮想通貨を売却（日本円に換金）した場合、売却価額と取得価額との差額が所得金額となる。
仮想通貨を商品購入の決済に使用した場合、商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額と
なる。
保有する仮想通貨Ａを他の仮想通貨Ｂと交換した場合、仮想通貨Ａで仮想通貨Ｂを購入したことに
なるので、②と同様に所得金額を計算する。
仮想通貨の取得価額は、支払対価に付随費用を加算した額となる。（参考として、税抜経理を適用
している場合の取得価額についても記載）
分裂時点においては取引相場が存していないことから、新たな仮想通貨の価値はなく、所得は生じ
ず、取得価額も0円となる。
マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価から、マイニング等に要した必要経費を
差し引き、事業所得または雑所得として扱う。

【所得税関係】
決済手段として使用する場合など、仮想通貨が事業用資産であるときは事業所得に区分されるが、
原則として雑所得に区分される。
売却した仮想通貨の取得価額や売却手数料の他、ネット回線料やパソコンの購入費用等についても
必要経費に算入される。（必要な支出と認められる部分に限る）
簡便に所得金額を計算できる計算書が国税庁HPに掲載されている旨の案内。
年間取引報告書には次の項目が記載される。①年始数量、②年中購入数量、③年中購入金額、④年
中売却数量、⑤年中売却金額、⑥移入数量、⑦移出数量、⑧年末数量、⑨損益合計、⑩支払手数料
継続適用を要件とし、移動平均法から総平均法に変更できる。
年間取引報告書により確認できるが、それができない場合、銀行口座の入出金情報や交換業者が公
表する取引相場を利用する。
通常の、雑所得の金額の計算上生じた損失と同じ。

申告分離課税の適用はないので、総合課税により申告する。
【相続税・贈与税関係】

仮想通貨は相続税又は贈与税の対象となる。
活発な市場が存在する場合、外国通貨に準じて評価する。活発な市場が存在しない場合、個別に評
価する。

【源泉所得税関係】
現物給与と同様に支給時の時価で評価し、源泉徴収税額の計算を行う。

【消費税関係】

非課税売上に該当するが、課税売上割合の計算上は非課税売上に含めない。

【法定調書関係】
「その他の財産」に該当し、仮想通貨の種類別、用途別、所在別に記載。
原則、12月31日における取引価格を時価として記載するが、その算定が困難な場合には売買実例価
額や取得価額を見積価額として記載。
国外にある財産にならないことから、国外財産調書の対象にはならない。

項 目

① 仮想通貨を売却した場合
② 仮想通貨で商品を購入した
場合

③ 仮想通貨同士の交換を行っ
た場合

④ 仮想通貨の取得価額
⑤ 仮想通貨の分裂（分岐）によ
り仮想通貨を取得した場合

⑥ 仮想通貨をマイニングによ
り取得した場合

⑦ 仮想通貨の所得区分

⑧ 仮想通貨の必要経費
⑨ 年間取引報告書による所得
金額の計算

⑩ 年間取引報告書の記載内容

⑪ 取得価額の計算方法の変更
⑫ 購入価額や売却価額が分か
らない場合

⑬ 仮想通貨取引で損失が生じ
た場合の取扱い

⑭ 仮想通貨の証拠金取引

⑮ 仮想通貨を相続や贈与によ
り取得した場合

⑯ 相続や贈与により取得した
仮想通貨の評価方法

⑰ 仮想通貨による給与等の支払

⑱ 仮想通貨を譲渡した場合の
消費税

⑲ 財産債務調書への記載の要否
⑳ 財産債務調書への仮想通貨
の価額の記載方法

㉑ 国外財産調書への記載の要否

板橋敏夫〔向島〕

日
本
税
務
会
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次
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究
会
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